
自転車は車のなかま⇒交通ルールを守り歩行者に配意した運転を！

道路交通法では、自転車は軽車両に位置づけられ「車のなかま」になります。道路を通行するときは「車」と
して交通ルールを遵守して安全な運転を心掛けましょう。

● 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は，その信号に従
い，安全を確認して横断しましょう。

● 「止まれ」の標識がある場所では，必ず一時停止をしましょう。「止まれ」の標識がな
い場所でも，見通しの悪い交差点は，徐行して左右を確認して安全に通行しましょう。

● 自転車は，歩道と車道の区分があるところでは，車道(左側)を通行するのが原則です。
車道が通行できない場合は．歩道を通行することができますが．歩行者に十分に配意しま
しょう。

● 夜間，自転車で道路を走るときは，前方など周りの状況を正しく把握する他，自分の存
在を目立たせるためにも，必ずライトを点灯しましょう。

● 自転車も，お酒を飲んで運転することは，法律で禁止されています。また，酒気を帯び
ている人に自転車を提供，飲酒運転を行う恐れのある人に酒類を提供してはいけません。

● 自転車は，基本的に１人用の乗り物です。二人乗りは，子どもを幼児用座席に乗せるな
どの場合を除いて，原則として禁止されています。

● 他の自転車と，並んで走ることは禁止されています。並んで走ると，道路に広がるため
に危険であり，他の通行の妨げにもなります（「並進可」の標識があるところを除く）。

★次の違反を繰り返すと講習の対象になります(１５類型)★
※法～道路交通法


